
第２次鳥取県産材利用推進指針の策定について 

                                     平成２３年９月１６日 

                                     森 林 ・ 林 業 総 室 

 

県民や、林業・木材産業関係者、行政機関が連携して、鳥取県産材の利用を推進していくため、県の基本的な

考え方や取組の方向を第２次指針として策定するもので、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律

(H22年10月施行)に基づく、県方針として位置付けるものであり、近日中に公表する予定です。 

※計画期間は、平成23年度～26年度。 

 

 

１ 策定の経過と今後のスケジュール 

時 期 内  容 

３～８月 

７月  

７～８月  

９月 

市町村、関係団体等との意見交換 

指針素案の常任委員会報告〔7/21〕 

パブリックコメント実施（意見なし）〔7/25～8/12〕  

指針策定 

常任委員会報告 

指針公表 

 

２ 指針の目標と取組の方向 

（１） 主な目標 

○ 県が整備する公共建築物については、原則、木造化かつ鳥取県産材を使用。（法的規制（例：防火地域）や

用途（例：研究施設）等によっては、工法やコスト面から木造化は困難と判断する場合あり。） 

○ 県が行う公共土木工事等については、木製品及び木工事は原則、鳥取県産材を使用。 

 

（２） 取組の方向 

   ○ 県産材にこだわった利用をすすめます 

・公共建築物及び公共土木工事への利用 

・民間施設への利用 

・木質バイオマスのエネルギーや製品への利用 

・家庭や企業で県産材の木製品を使用する木づかい運動の展開 

・試験研究や製品開発による新たな用途の開発・技術相談 

○ 県産材を県外等へ売っていく取組を応援します 

・原木や製材品等の国内外への販路開拓 

○ 鳥取県産材の良さをアピールします 

・県産材を使った建築物・家具等の情報発信 

・木材や住宅等関係団体と連携した情報提供 

○ 市場ニーズに対応した製品を供給する取組を推進します 

・品質の確かな製品を供給できる企業の応援 

・木材産業の生産・流通改革 

・公共建築物の整備に向けた木材供給体制の確立 

 

３ 指針の推進体制 

指針策定に合わせ、県産材利用推進本部に関係課（営繕課、住宅政策課等）で構成する幹事会を設置し、推進

本部から示された課題の調査・検討や、関係施策に係る評価等を行い、指針の重点施策の推進を図っていく。 
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